
議

案

第

五

号

杉

並

区

住

民

基

本

台

帳

に

係

る

個

人

情

報

の

保

護

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

平

成

十

六

年

二

月

二

十

日

提

出

者

杉

並

区

長

山

田

宏

杉

並

区

住

民

基

本

台

帳

に

係

る

個

人

情

報

の

保

護

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

杉

並

区

住

民

基

本

台

帳

に

係

る

個

人

情

報

の

保

護

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

三

年

杉

並

区

条

例

第

四

十

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

三

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

（

電

気

通

信

回

線

に

よ

る

他

の

市

町

村

長

へ

の

通

知

）

第

三

条

の

二

法

第

九

条

第

三

項

、

第

十

二

条

の

二

第

五

項

及

び

第

二

十

四

条

の

二

第

五

項

並

び

に

住

民

基

本

台

帳

法

施

行

令

（

昭

和

四

十

二

年

政

令

第

二

百

九

十

二

号

。

以

下

「

令

」

と

い

う

。

）

第

三

十

条

の

二

十

三

第

四

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

電

子

計

算

機

か

ら

電

気

通

信

回

線

を

通

じ

て

他

の

市

町

村

長

に

送

信

す

る

事

項

は

次

の

と

お

り

と

す

る

。

一

法

第

九

条

第

一

項

に

規

定

す

る

他

の

市

町

村

か

ら

区

内

に

住

所

を

変

更

し

た

者

に

つ

き

住

民

票

の

記

載

を

し

た

旨

二

法

第

十

二

条

の

二

第

二

項

及

び

第

三

項

に

規

定

す

る

政

令

で

定

め

る

事

項

三

法

第

二

十

四

条

の

二

第

三

項

に

規

定

す

る

最

初

の

転

入

届

又

は

最

初

の

世

帯

員

に

関

す

る

転

入

届



を

受

け

た

旨

四

法

第

二

十

四

条

の

二

第

四

項

に

規

定

す

る

政

令

で

定

め

る

事

項

五

令

第

三

十

条

の

二

十

三

第

三

項

に

規

定

す

る

住

民

基

本

台

帳

カ

ー

ド

の

返

納

を

受

け

た

旨

第

四

条

中

「

及

び

住

民

基

本

台

帳

法

施

行

令

（

昭

和

四

十

二

年

政

令

第

二

百

九

十

二

号

。

以

下

「

令

」

と

い

う

。

）

」

を

「

並

び

に

令

」

に

改

め

、

「

第

十

三

条

第

四

項

」

の

下

に

「

及

び

第

三

十

条

の

二

十

五

第

二

項

」

を

加

え

、

同

条

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

八

令

第

三

十

条

の

二

十

五

第

一

項

に

規

定

す

る

住

民

基

本

台

帳

カ

ー

ド

を

交

付

し

た

旨

、

住

民

基

本

台

帳

カ

ー

ド

を

紛

失

し

た

旨

の

届

出

を

受

け

た

旨

、

紛

失

し

た

住

民

基

本

台

帳

カ

ー

ド

を

発

見

し

た

旨

の

届

出

を

受

け

た

旨

、

住

民

基

本

台

帳

カ

ー

ド

が

そ

の

効

力

を

失

っ

た

こ

と

を

知

っ

た

旨

又

は

住

民

基

本

台

帳

カ

ー

ド

の

返

納

を

受

け

た

旨

第

五

条

第

二

項

第

七

号

中

「

及

び

」

を

「

並

び

に

」

に

改

め

、

「

第

十

三

条

第

三

項

」

の

下

に

「

及

び

第

三

十

条

の

二

十

五

第

一

項

」

を

加

え

、

同

項

に

次

の

二

号

を

加

え

る

。

八

令

第

三

十

条

の

二

十

三

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

住

民

基

本

台

帳

カ

ー

ド

の

返

納

を

受

け

た

旨

の

交

付

市

町

村

長

へ

の

通

知

九

令

第

三

十

条

の

二

十

三

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

住

民

基

本

台

帳

カ

ー

ド

の

返

納

を

受

け

た

旨

の

区

長

へ

の

通

知

附

則

こ

の

条

例

は

、

規

則

で

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。



（

提

案

理

由

）

住

民

基

本

台

帳

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

の

一

部

が

施

行

さ

れ

た

こ

と

等

に

伴

い

、

電

気

通

信

回

線

に

よ

る

他

の

区

市

町

村

長

へ

の

通

知

事

項

を

定

め

る

等

の

必

要

が

あ

る

。
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杉

並

区

住

民

基

本

台

帳

に

係

る

個

人

情

報

の

保

護

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

新

旧

対

照

表

新

条

例

旧

条

例

（

電

気

通

信

回

線

に

よ

る

他

の

市

町

村

長

へ

の

通

知

）

第

三

条

の

二

法

第

九

条

第

三

項

、

第

十

二

条

の

二

第

五

項

及

び

第

二

十

四

条

の

二

第

五

項

並

び

に

住

民

基

本

台

帳

法

施

行

令

（

昭

和

四

十

二

年

政

令

第

二

百

九

十

二

号

。

以

下

「

令

」

と

い

う

。

）

第

三

十

条

の

二

十

三

第

四

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

電

子

計

算

機

か

ら

電

気

通

信

回

線

を

通

じ

て

他

の

市

町

村

長

に

送

信

す

る

事

項

は

次

の

と

お

り

と

す

る

。

一

法

第

九

条

第

一

項

に

規

定

す

る

他

の

市

町

村

か

ら

区

内

に

住

所

を

変

更

し

た

者

に

つ

き

住

民

票

の

記

載

を

し

た

旨

二

法

第

十

二

条

の

二

第

二

項

及

び

第

三

項

に

規

定

す

る

政

令

で

定

め

る

事

項

資 料
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三

法

第

二

十

四

条

の

二

第

三

項

に

規

定

す

る

最

初

の

転

入

届

又

は

最

初

の

世

帯

員

に

関

す

る

転

入

届

を

受

け

た

旨

四

法

第

二

十

四

条

の

二

第

四

項

に

規

定

す

る

政

令

で

定

め

る

事

項

五

令

第

三

十

条

の

二

十

三

第

三

項

に

規

定

す

る

住

民

基

本

台

帳

カ

ー

ド

の

返

納

を

受

け

た

旨

（

電

気

通

信

回

線

に

よ

る

東

京

都

知

事

へ

の

通

知

）

（

電

気

通

信

回

線

に

よ

る

東

京

都

知

事

へ

の

通

知

）

第

四

条

法

第

三

十

条

の

五

第

二

項

並

び

に

令

第

四

条

法

第

三

十

条

の

五

第

二

項

及

び

住

民

基

本

台

帳

法

施

行

令

（

昭

和

四

十

二

年

政

令

第

二

百

九

第

十

三

条

第

十

二

号

。

以

下

「

令

」

と

い

う

。

）

第

十

三

条

第

四

項

及

び

第

三

十

条

の

二

十

五

第

二

項

の

規

定

に

四

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

電

子

計

算

機

か

ら

電

気

通

信

回

線

を

通

基

づ

き

、

電

子

計

算

機

か

ら

電

気

通

信

回

線

を

通

じ

て

東

京

都

知

事

に

送

信

す

る

事

項

は

次

の

と

お

じ

て

東

京

都

知

事

に

送

信

す

る

事

項

は

次

の

と

お

り

と

す

る

。

り

と

す

る

。

一

～

七

略

一

～

七

略

八

令

第

三

十

条

の

二

十

五

第

一

項

に

規

定

す

る

住

民

基

本

台

帳

カ

ー

ド

を

交

付

し

た

旨

、

住

民

基

本

台

帳

カ

ー

ド

を

紛

失

し

た

旨

の

届

出

を

受
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資 料

け

た

旨

、

紛

失

し

た

住

民

基

本

台

帳

カ

ー

ド

を

発

見

し

た

旨

の

届

出

を

受

け

た

旨

、

住

民

基

本

台

帳

カ

ー

ド

が

そ

の

効

力

を

失

っ

た

こ

と

を

知

っ

た

旨

又

は

住

民

基

本

台

帳

カ

ー

ド

の

返

納

を

受

け

た

旨

（

審

議

会

へ

の

報

告

等

）

（

審

議

会

へ

の

報

告

等

）

第

五

条

略

第

五

条

略

２

前

項

に

掲

げ

る

処

理

状

況

は

、

次

に

掲

げ

る

事

２

前

項

に

掲

げ

る

処

理

状

況

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

と

す

る

。

項

と

す

る

。

一

～

六

略

一

～

六

略

七

法

第

三

十

条

の

五

第

一

項

並

び

に

令

第

十

三

七

法

第

三

十

条

の

五

第

一

項

及

び

令

第

十

三

条

第

三

項

及

び

第

三

十

条

の

二

十

五

第

一

項

の

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

前

条

各

号

に

掲

げ

る

事

項

の

東

京

規

定

に

よ

る

前

条

各

号

に

掲

げ

る

事

項

の

東

京

都

知

事

へ

の

通

知

都

知

事

へ

の

通

知

八

令

第

三

十

条

の

二

十

三

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

住

民

基

本

台

帳

カ

ー

ド

の

返

納

を

受

け

た

旨

の

交

付

市

町

村

長

へ

の

通

知

九

令

第

三

十

条

の

二

十

三

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

住

民

基

本

台

帳

カ

ー

ド

の

返

納

を

受

け

た

旨
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の

区

長

へ

の

通

知

３

略

３

略




